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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
外
務
省
の
「
国
会
議
員
へ
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
�
）
に
つ
い
て

日
本
国
憲
法
第
四
十
三
条
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
、
「
両
議
院
は
、
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で

こ
れ
を
組
織
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
国
会
議
員
は
、
「
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
」
で
あ
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
政
」
と
「
官
」
の
適
正
な
役
割
分
担
と
協
力
関
係
を
目
指
す
た
め
の
方
針
と
し
て
取
り
ま
と
め

た
「
政
・
官
の
在
り
方
」
（
平
成
十
四
年
七
月
十
六
日
閣
僚
懇
談
会
申
合
せ
）
等
を
踏
ま
え
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て

適
切
に
職
務
に
あ
た
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
「
政
・
官
の
在
り
方
」
に
お
い
て
は
、
「
政
」
は
、
行
政
が
公
正
か
つ
中
立
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
国
民
を
代
表
す

る
立
法
権
者
と
し
て
監
視
責
任
を
果
た
し
、
ま
た
、
国
務
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
と
し
て
行
政
を
担
う
と
さ
れ
、

「
官
」
は
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
中
立
性
、
専
門
性
を
踏
ま
え
て
法
令
に
基
づ
き
、
主
に
政
策
の
実
施
、
個
別
の
行

政
執
行
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

一



国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
国
民
全
体
の
奉
仕
者
」
と

は
、
日
本
国
憲
法
第
十
五
条
第
二
項
に
基
づ
く
国
家
公
務
員
の
基
本
的
な
性
格
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
国
家
公
務
員
が
一
部

の
国
民
の
た
め
に
奉
仕
す
る
の
で
は
な
く
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
す
べ
き
立
場
に
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
説
明
要
求
の
内
容
に
よ
る
の
で
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

外
務
省
の
所
掌
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
省
職
員
が
国
会
議
員
に
対
し
て
説
明
に
行
く
こ
と
は
、
一
般
的
に
職
務

の
遂
行
に
該
当
す
る
と
考
え
る
。

（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
会
食
、
陳
情
及
び
会
談
の
目
的
に
よ
る
の
で
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

外
務
省
が
外
務
省
職
員
を
対
象
に
「
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
か
ら
の
依
頼
等
に
対
す
る
対
応
振
り
」
と
題
す
る
文
書
を
作

二



成
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
別
添
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
�
）
及
び
（
１０
）
に
つ
い
て

当
該
文
書
は
行
政
文
書
で
あ
り
、
作
成
当
初
は
秘
密
指
定
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
既
に
秘
密
指
定
が
解
除
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
当
該
文
書
は
、
決
裁
書
の
形
式
に
す
る
こ
と
な
く
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
１１
）
に
つ
い
て

当
該
文
書
に
つ
い
て
、
回
付
、
配
付
等
の
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
件
に
つ
い
て
、
関
係
者
が
必
要
に
応
じ
て

協
議
等
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
る
。

（
１２
）
に
つ
い
て

当
該
文
書
は
、
「
政
・
官
の
在
り
方
」
（
平
成
十
四
年
七
月
十
六
日
閣
僚
懇
談
会
申
合
せ
）
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
外
務

省
と
し
て
「
政
」
と
「
官
」
と
の
適
切
な
関
係
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三



鈴木宗男衆議院議眉からの依頼等に対する対応振り   

鈴木宗男衆護院議員は、平成14年に斡旋収賄罪等で逮捕された後、一  

審有罪判決を受け、控訴中であるが、9月11日に行われた衆議院選挙に  

おいて当選した。今後、同議員が、衆謹院議員として活動していくことに  

伴い、当省としては、過去の一時期において、当省と同議員との関係が社  

会的、政治的に大きな問題として取り上げられたこと等を十分に踏まえる  

必要がある。   

ついては、今後は下記の方針に従い対応することを原則とし、判断が困  

難な場合には、官房総務課に相談することとする。  

記   

鈴木宗男衆護院護鼻に対しても、他の国会議員と同様、一国全議員とし  

て、政と官の在り方を踏まえ、適切な関係を保つ。また、過去の一時期に  

おいて、当省と同議員との関係が、社会的、政治的に大きな問題として取  

り上げられたことにかんがみ、外部に対して不必要な疑念を惹起しないよ  

うに十分留意する8具体的には、個別の状況に応じ判断するが、概ね以下  

の対応を原則とする。  

1．先方より、説明要求があった場合には、他の議員への対応と同様、原   

則対応する。他方、それがくり返し行われる場合、強い意見表明が行わ   

れる場合等は官給に相談する。  

2．過去の一時期において、当省と同議員との顔係が、社会的、政治的に   

大きな問題として取り上げられたことを踏まえ、同議員が関心を有する   

からといって、積極的に説明に行くことは原則しない。  

3t 先方との会食、陳情への立ち合い、先方と外国要人の会談への同席、   

四



通訳等、事務的な説明を超える接触は、原則行わない。これら場合で、   

真に出席等がやむを得ないと考える場合には、官房総務課長の了乗を得   

ることとする（例えば、鈴木議員が複数の国会議員との会食の一員であ   

る時で、同会食への職員の参加がそれでも望ましい場合にまでそれを妨   

げるものではないが、かかる場合も官房総務課長の了乗を得ることとす   

る。）。  

4．なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を   

文書にして例外なく官房絵務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告   

する。  

（参考）鈴木前議員から、先方との会食、陳情への立ち合い、先方と外国  

要人の会談への同席、通訳等、事務的な説明を超える依頼があった  

場合の先方への回答ぶり。  

「遠くない過去において、当省と貴誌員との関係は、放と官の不適  

切な関係と受けとめられ、マスコミにも取り上げられた経緯がある  

ところ、会食（場合により「陳情への立ち合い」、「外国要人との会  

談への同席、通訳」）については、当面の間、辞退させていただき  

たい。」   

注）課長以下の事務方については、御辞退申し上げるよう（官房より）  

指示を受けているとの回答でも可。  

（先方が納得せず、会食、陳情への立ち合い、先方と外国享人の会談  

への同席、通訳等を強く求めてくる場合）  

「上司等と相談した上で、回答させていただきます。」  

（了）   

［コ  五


